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件  名 中区・西区における地域安全対策重点推進事業（案）の実施について 

経過・現状 

 

政 策 課 題 

【経過・現状】 

○本市では、「市民が安全で安心して暮らすことのできるまち・堺」の実現に向

けて、これまで、市民・事業者・関係団体及び地元警察署等と連携しながら、

各種事業に取り組んできた。 

・防犯灯設置支援事業（平成 2年度～） 

・自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給事業（平成 18年度～） 

・青色防犯パトロール活動支援事業（平成 19年度～） 

・街頭防犯カメラ設置支援事業（平成 21年度～） 

・公共施設等街頭防犯カメラ設置事業（平成 23年度単年度事業） 

○その結果、堺市内の街頭犯罪発生は減少傾向にある。 

 

■（参考）区別の街頭犯罪認知件数（件） 

 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

堺 区 1,455 1,199 861 

中 区 1,566 1,533 1,469 

東 区 728 440 333 

西 区 1,758 1,529 1,410 

南 区 1,619 1,303 1,265 

北 区 2,069 1,699 1,560 

美原区 264 201 170 

合 計 9,459 7,904 7,068 

 

【課題】 

○区別で見た場合、中区及び西区（西堺警察署管内）の街頭犯罪の減少率が低

いことから、両区での重点的な安全対策強化を図る必要がある。 

 

対 応 方 針 

 

今後の取組 

（ 案 ） 

【対応方針】 

中区及び西区内の街頭犯罪の状況を踏まえ、校区自治連合会など自主防犯パト

ロール団体の協力のもと、西堺警察署との連携をより一層強化し、両区内での

地域安全対策を重点的に推進していく。 

【今後の取組み】 

○地域安全対策重点推進事業の実施 

 ・区民の自主防犯意識を高める 

・防犯カメラの設置など犯罪を抑止する環境を整備する 

・犯罪が発生しにくいコミュニティをつくる 

（実施体制） 

堺市（中区役所・西区役所）、中区民・西区民、西堺警察署 

 （実施期間） 

  平成 24年度から 3年間 

効果の想定 中区及び西区内における犯罪認知件数の減少 

関係局との 

政 策 連 携 
建設局、地域安全対策に関連する部局 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組内容】 

 ■区民の自主防犯意識を高める 

  ・ホームページやチラシ等を活用し、犯罪発生情報や防犯対策を区民に発信する。 

  ・犯罪の発生場所や発生時間帯等を分析し、効果的な青色防犯パトロール活動を推進する。 

  ・ひったくり防止カバーや盗難防止ネジを各種イベントなどで配布する。 

 ■防犯カメラの設置など犯罪を抑止する環境を整備する 

  ・犯罪の発生場所や発生時間帯等を分析し、公共施設等への防犯カメラの増設や防犯灯・生活道

路照明灯の点検・増設を行う。 

  ・公園などを点検し、木々などにより見通しの悪い箇所を改善する。 

 ■犯罪が発生しにくいコミュニティをつくる 

  ・ゴミの清掃や落書き消しなどまちの美化活動を推進する。 

  ・美化活動をはじめ地域の活動を積極的に行い、区民の参加を促進するなど「ご近所づきあい」

を深める。 

  

※各種調整がついたものから順次実施し、事業結果の検証を加えて、より効果的な事業展開を図る。 

 

地域安全対策重点推進事業（案）：3カ年事業（H24年度～） 

中区民・西区民 

（校区自治連合会など） 

西堺警察署 

堺 市 

（中区役所・西区役所） 

連携・協力 連携・協力 

連携・協力 

 本市では、「市民が安全で安心して暮らすことのできるまち・堺」の実現に向けて、これまで、市民・事業者・

関係団体及び地元警察署等と連携しながら、各種事業に取り組んできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 その結果、大阪府内の犯罪発生が減少傾向にあるのと同様、本市内の犯罪発生も減少傾向にある。 

本市のこれまでの主な取り組み 

 ・堺市全体では、犯罪件数は減少傾向にあるものの、区別に分析すれば、西堺警察署管内の中区及び西区

内の街頭犯罪情勢は改善があまり進んでおらず、大阪府内でも大変厳しい状況にあり、発生件数だけで

なく、事案内容においても厳しい状況にある。 

 ・大阪府警察では平成 24年から西堺警察署の警察官の増員により検挙・警戒体制の強化を進めているが、

堺市でも中区及び西区内での重点的な安全対策強化を図る必要がある。 

 

【府内での現状（H23）】         【区別・街頭犯罪発生のすう勢】    【区別・重要犯罪発生の比率】 

■刑法犯の犯罪率 

大阪府 1,751件 全国 1位 

堺市中区 2,059件 堺市 2位 

堺市西区 2,221件 堺市 1位 

 

■街頭犯罪の犯罪率 

大阪府 787件 全国 1位 

堺市中区 1,189件 堺市 1位 

堺市西区 1,054件 堺市 2位 

 

 

 

課 題 

 本市では、堺市警察部からの要請を受け、西堺警察署管内である中区及び西区内の犯罪情勢を踏

まえ、中区役所及び西区役所において、校区自治連合会など自主防犯パトロール団体の協力のもと、

西堺警察署との連携をより一層強化し、両区内での地域安全対策を重点的に推進することとする。 

対応方針 

中区・西区の安全・安心なまちづくりの推進 

 

◆防犯灯設置支援事業（平成 2年度～） 

◆自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給事業（平成 18年度～） 

◆青色防犯パトロール活動支援事業（平成 19年度～） 

◆街頭防犯カメラ設置支援事業（平成 21年度～） 

◆公共施設等街頭防犯カメラ設置事業（平成 23年度単年度事業） 等 

 

(H21の指標を 100とする) 重要犯罪とは、凶悪犯（殺人・強盗・放

火・強姦）に略取誘拐・人身売買と強制

わいせつを加えたもの。 

堺市作成 

犯罪率は人口 10万人当たりの認知件数 


